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   府中市立幼稚園の廃園に伴う関係規則の整理に関する規則 

 

（府中市教育委員会の権限委任等に関する規則の一部改正） 

第１条 府中市教育委員会の権限委任等に関する規則（昭和３７年８月教育委員

会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２号中「及び幼児」を削る。 

 （府中市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第２条 府中市教育委員会事務局組織規則（平成１０年１月教育委員会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中 

 「学務係 

   学事及び幼稚園並びに学校の保健衛生・安全に関すること。」 

 を 

 「学務係 

   学事及び学校の保健衛生・安全に関すること。      」 

に、 

 「指導係 

   児童・生徒及び幼児の指導並びに教職員の研修に関すること。」 

 を 

 「指導係 

   児童・生徒の指導及び教職員の研修に関すること。     」 

 に改める。 

 （府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第３条 府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成 

１１年４月教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条の表を次のように改める。 
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区分 正規の勤務時間の割振り 週休日 休憩時間 

１  ２及び３

に該当する

職員以外の

職員 

 月曜日から金曜日まで 

(1) 午前７時３０分から

午後４時１５分まで 

(2) 午前８時から午後４

時４５分まで 

(3) 午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

(4) 午前９時から午後５

時４５分まで 

(5) 午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

 日曜日及び

土曜日 

 月曜日から金曜

日までの午後零時

から午後１時まで 

２  市立学校

に勤務する

職員 

月曜日から金曜日まで 

所属長が職員ごとに定

める。 

  ６０分間とし、

その時限は所属長

が職員ごとに定め

る。 

３  市立学校

給食センタ

ーに勤務す

る給食調理

員 

(1) ４月１日から翌年３

月３１日までの日から

学校の休業日（府中市

立学校の管理運営に関

する規則（昭和５０年

８月教育委員会規則第

４号）第４条に規定す

る学校の休業日をい

う。(2)において同じ。）

並びに日曜日及び土曜

日に当たる日を除いた

日（交替制） 

ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま 

 月曜日から金曜

日までの午後零時

から午後１時まで 
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   で 

イ 午前７時４５分か

ら午後４時３０分ま

で 

ウ 午前８時から午後

４時４５分まで 

(2) 学校の休業日 

ア 午前７時３０分か 

ら午後４時１５分ま

で 

イ 午前８時から午後

４時４５分まで 

ウ 午前８時３０分か

ら午後５時１５分ま

で 

エ 午前９時から午後

５時４５分まで 

オ 午前９時３０分か

ら午後６時１５分ま

で 

  

 （府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに府中市立幼稚園の

幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規

則の一部改正） 

第４条 府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに府中市立幼稚

園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例施

行規則（平成１４年３月教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  題名中「並びに府中市立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師」

を削る。 

  第１条中「並びに府中市立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤

師」を削る。 

  第２条中「若しくは府中市立中学校の校長又は府中市立幼稚園の園長(以下
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「校長等」を「又は府中市立中学校の校長（以下「校長」に改め、「又は幼稚

園」を削る。 

  第５条及び第８条（見出しを含む。）中「校長等」を「校長」に改める。 

  別表第１中「並びに幼稚園医及び幼稚園歯科医」を削る。 

  第２号様式、第１０号様式から第１２号様式まで、第１４号様式及び第１７

号様式中「並びに府中市立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬

剤師」を削る。 

 （府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規則の一部

改正） 

第５条 府中市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規則

（平成１６年１２月教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び府中市立幼稚園の園長（以下「園長」という。）」を削る。 

第２条第３項中「及び府中市立幼稚園」及び「及び園長」を削る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （第４条に係る経過措置） 

２ 第４条の規定による改正後の府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和５年４月１日以後に

支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事

由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。 
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参考（第１条関係） 

府中市教育委員会の権限委任等 

 

新 

                                           

 （教育長委任事項） 

第３条 省 略 

 (1) 省 略 

 (2) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒・児童の入学、転学及び退学に関

すること。 

 (3)～(11) 省 略 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 省 略 
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に関する規則新旧対照（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                     

 （教育長委任事項） 

第３条 省 略 

 (1) 省 略 

 (2) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒・児童及び幼児の入学、転学及び

退学に関すること。 

 (3)～(11) 省 略 
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参考（第２条関係） 

府中市教育委員会事務局 

 

新 

                                           

（事務分掌） 

第２条 省 略 

 教育部 

  省 略 

  教育総務課 

省 略 

  学校施設課 

   省 略 

  学務保健課 

学務係 

学事及び学校の保健衛生・安全に関すること。 

   給食センター 

    省 略 

  指導室 

   教職員係 

    省 略 

指導係 

児童・生徒の指導及び教職員の研修に関すること。 

   教育センター 

    省 略 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 省 略 
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組織規則新旧対照（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                     

（事務分掌） 

第２条 省 略 

 教育部 

  省 略 

  教育総務課 

省 略 

  学校施設課 

   省 略 

  学務保健課 

   学務係 

学事及び幼稚園並びに学校の保健衛生・安全に関すること。 

   給食センター 

    省 略 

  指導室 

   教職員係 

    省 略 

指導係 

児童・生徒及び幼児の指導並びに教職員の研修に関すること。 

   教育センター 

    省 略 
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参考（第３条関係） 

府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、 

 

新 

                                           

（正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間） 

第２条 省 略 

区分 正規の勤務時間の割振り 週休日 休憩時間 

１  ２及び３

に該当する

職員以外の

職員 

 月曜日から金曜日まで 

(1) 午前７時３０分から

午後４時１５分まで 

(2) 午前８時から午後４

時４５分まで 

(3) 午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

(4) 午前９時から午後５

時４５分まで 

(5) 午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

 日曜日及び

土曜日 

 月曜日から金曜日

までの午後零時から

午後１時まで 

２  市立学校

に勤務する

職員 

月曜日から金曜日まで 

所属長が職員ごとに定

める。 

 ６０分間とし、そ

の時限は所属長が職

員ごとに定める。 

３  市立学校

給食センタ

ーに勤務す

る給食調理

員 

(1) ４月１日から翌年３

月３１日までの日から

学校の休業日（府中市

立学校の管理運営に関

する規則（昭和５０年

８月教育委員会規則第

４号）第４条に規定す

る学校の休業日をい

う。(2)において同じ。） 

 月曜日から金曜日

までの午後零時から

午後１時まで 
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休暇等に関する規則新旧対照（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                     

（正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間） 

第２条 省 略 

区分 正規の勤務時間の割振り 週休日 休憩時間 

１  ２から４

までに該当

する職員以

外の職員 

 月曜日から金曜日まで 

(1) 午前７時３０分から

午後４時１５分まで 

(2) 午前８時から午後４

時４５分まで 

(3) 午前８時３０分から

午後５時１５分まで 

(4) 午前９時から午後５

時４５分まで 

(5) 午前９時３０分から

午後６時１５分まで 

 日曜日及び

土曜日 

 月曜日から金曜日

までの午後零時から

午後１時まで 

２  市立学校

に勤務する

職員 

月曜日から金曜日まで 

所属長が職員ごとに定

める。 

６０分間とし、そ

の時限は所属長が職

員ごとに定める。 

３  市立幼稚

園に勤務す

る職員 

(1) ４月１日から翌年３

月３１日までの日から

幼稚園の休業日（府中

市立幼稚園の管理運営

に関する規則（昭和 

４５年３月教育委員会

規則第１号）第４条に

規定する幼稚園の休業

日をいう。(2)において 
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新 

                                           

 並びに日曜日及び土曜

日に当たる日を除いた

日（交替制） 

 ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま

で 

 イ 午前７時４５分か

ら午後４時３０分ま

で 

 ウ 午前８時から午後

４時４５分まで 

(2))  学校の休業日 

 ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま

で 

 イ 午前８時から午後

４時４５分まで 

 ウ 午前８時３０分か

ら午後５時１５分ま

で 

 エ 午前９時から午後

５時４５分まで 

 オ 午前９時３０分か

ら午後６時１５分ま

で 
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旧 

                                     

 同じ。）並びに日曜日及

び土曜日に当たる日を

除いた日 

午前８時３０分から午

後５時１５分まで 

(2) 幼稚園の休業日 

ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま

で 

イ 午前８時から午後

４時４５分まで 

ウ 午前８時３０分か

ら午後５時１５分ま

で 

エ 午前９時から午後

５時４５分まで 

オ 午前９時３０分か

ら午後６時１５分ま

で 

  

４  市立学校

給食センタ

ーに勤務す

る給食調理

員 

(1) ４月１日から翌年３

月３１日までの日から

学校の休業日（府中市

立学校の管理運営に関

する規則（昭和５０年

８月教育委員会規則第

４号）第４条に規定す

る学校の休業日をい

う。(2)において同じ。）

並びに日曜日及び土曜 

月曜日から金曜日

までの午後零時から

午後１時まで 
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新 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 省 略 
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旧 

                                     

 日に当たる日を除いた

日（交替制） 

ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま

で 

イ 午前７時４５分か

ら午後４時３０分ま

で 

ウ 午前８時から午後

４時４５分まで 

(2) 学校の休業日 

ア 午前７時３０分か

ら午後４時１５分ま

で 

イ 午前８時から午後

４時４５分まで 

ウ 午前８時３０分か

ら午後５時１５分ま

で 

エ 午前９時から午後

５時４５分まで 

オ 午前９時３０分か

ら午後６時１５分ま

で 
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参考（第４条関係） 

府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校 

幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補 

 

新 

                                           

府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償 

に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する条例（平成１４年３月府中市条例第９号。以下「条例」とい

う。）第５条の規定に基づき、府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師（以下「学校医等」という。）の公務災害補償の実施に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（災害の報告） 

第２条 府中市立小学校又は府中市立中学校の校長（以下「校長」という。）は、

その学校の学校医等が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、そ

れが公務によるものと認められるときは、直ちに別記第１号様式による公務災

害発生報告書に次の事項を記載した書類を添えて府中市教育委員会（以下「委

員会」という。）に報告しなければならない。 

 

(1)～(2) 省 略 

（補償請求の方法） 

第５条 第３条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分により当

該各号に定める補償請求書に必要な書類を添えて、学校医等の所属の校長を経

由して、委員会に提出しなければならない 

 (1)～(8) 省 略 

（校長の助力及び証明） 

第８条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手 



- 12 - 

 

薬剤師並びに府中市立幼稚園の幼稚園医、 

償に関する条例施行規則新旧対照（抜粋） 

（＿＿＿＿は、改正部分） 

旧 

                                     

府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに府中市立 

幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償 

に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに

府中市立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に

関する条例（平成１４年３月府中市条例第９号。以下「条例」という。）第５

条の規定に基づき、府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに

府中市立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師（以下「学校医等」

という。）の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（災害の報告） 

第２条 府中市立小学校若しくは府中市立中学校の校長又は府中市立幼稚園の園

長（以下「校長等」という。）は、その学校又は幼稚園の学校医等が負傷し、疾

病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められる

ときは、直ちに別記第１号様式による公務災害発生報告書に次の事項を記載し

た書類を添えて府中市教育委員会（以下「委員会」という。）に報告しなければ

ならない。 

(1)～(2) 省 略 

（補償請求の方法） 

第５条 第３条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分により当

該各号に定める補償請求書に必要な書類を添えて、学校医等の所属の校長等を

経由して、委員会に提出しなければならない 

 (1)～(8) 省 略 

（校長等の助力及び証明） 

第８条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手 
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新 

                                           

続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属の校長は、これに必要な助

力を与えなければならない。 

２ 学校医等の所属の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要

な証明をしなければならない。 

別表第１（第４条） 

補償基礎額 

医師、歯科医

師又は学校薬

剤師としての

経験年数 

５年未満 

５年以上

１０年未

満 

１０年以

上１５年

未満 

１５年以

上２０年

未満 

２０年以

上２５年

未満 

２５年以

上 

学校医及び学

校歯科医の補

償基礎額 

 

 

 

省 略 

省 略 
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旧 

                                     

続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属の校長等は、これに必要な

助力を与えなければならない。 

２ 学校医等の所属の校長等は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必

要な証明をしなければならない。 

別表第１（第４条） 

補償基礎額 

医師、歯科医

師又は学校薬

剤師としての

経験年数 

５年未満 

５年以上

１０年未

満 

１０年以

上１５年

未満 

１５年以

上２０年

未満 

２０年以

上２５年

未満 

２５年以

上 

学校医及び学

校歯科医並び

に幼稚園医及

び幼稚園歯科

医の補償基礎

額 

省 略 

省 略 
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新 

                                           

第２号様式（第３条） 
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旧 

                                     

第２号様式（第３条） 
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新 

                                           

第１０号様式（第５条） 
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旧 

                                     

第１０号様式（第５条） 
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新 

                                           

第１１号様式（第５条） 
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旧 

                                     

第１１号様式（第５条） 
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新 

                                           

第１２号様式（第５条） 

 

  



- 22 - 

旧 

                                     

第１２号様式（第５条） 
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新 

                                           

第１４号様式（第５条） 
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旧 

                                     

第１４号様式（第５条） 
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新 

                                           

第１７号様式（第７条） 
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旧 

                                     

第１７号様式（第７条） 
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新 

                                           

第１７号様式（第７条） 
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旧 

                                     

第１７号様式（第７条） 
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新 

                                           

第１７号様式（第７条） 

 

 

 

 

 

  



- 30 - 

旧 

                                     

第１７号様式（第７条） 
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新 

                                           

第１７号様式（第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （第４条に係る経過措置） 

２ 第４条の規定による改正後の府中市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、令和５年４月１日以後に

支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事

由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。 
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旧 

                                     

第１７号様式（第７条） 
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参考（第５条関係） 

府中市教育委員会教育長の権限に属する事務 

 

新 

                                           

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第２５条第４項の規定に基づき、府中市教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）の権限に属する事務の一部を、府中市立学校の校長（以

下「校長」という。）に委任する事項を定め、もって教育行政事務の能率的な運

営に資することを目的とする。 

 

 （委任事務） 

第２条 省 略 

２ 省 略 

３ 府中市立学校に勤務する市費負担職員に係る次に掲げる事務は校長に委任す

る。 

 (1)～(9) 省 略 

４ 省 略 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 省 略 
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の一部委任に関する規則新旧対照（抜粋） 

（    は、改正部分） 

旧 

                                     

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第２５条第４項の規定に基づき、府中市教育委員会教育長（以

下「教育長」という。）の権限に属する事務の一部を、府中市立学校の校長（以

下「校長」という。）及び府中市立幼稚園の園長（以下「園長」という。）に委

任する事項を定め、もって教育行政事務の能率的な運営に資することを目的と

する。 

 （委任事務） 

第２条 省 略 

２ 省 略 

３ 府中市立学校及び府中市立幼稚園に勤務する市費負担職員に係る次に掲げる

事務は校長及び園長に委任する。 

 (1)～(9) 省 略 

４ 省 略 

 


